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本件の適用対象となる加工の例：

・メッキおよび熱処理（浸炭、窒化、

焼入れ、焼戻し等）

・上記に類似する加工で「最終工程が

原産性に影響を与えない加工」であると

判断できるもの*⁴

１．前提とご留意事項

原産性に影響を及ぼさない最終工程を外注している場合（メッキ等）、

最終工程前の『原産性に影響を及ぼす実質的加工』を行う生産者が原産資格調査を実施できる

＜ご留意事項＞

最終工程前の実質的な生産者が原産資格調査を実施する場合は、

以下の点を把握し、検認時等に必要に応じ当局へ説明できること、根拠書類へ記載を行うことが必要となります

*1 最終工程が各協定において定められた生産行為とみなされない加工に該当しない場合には、最終工程を行う企業がJAFTASにて原産資格調査を行うことができます

（参照：FTAコラム 3-1. 「自社工場で原産資格を与える十分な生産をしていますか」について）

*2 「メッキ加工」、「熱処理」、「塗装」等

*3 外注加工費と材料費を明確に区別できる場合には、材料費のみを非原産材料として扱うことも可能です

*4 判断に迷われる場合は、JAFTASサポートデスクへお気軽にご相談ください

加工者A/Bのいずれも、原産資格調査を実施可能*¹

加工者 B（外注先）依頼企業 メッキ等前の加工者 A

最終生産者実質的な生産者納入 納入

外注

① 最終工程が日本で行われていること（生産場所の把握）

② 最終工程が調査対象品の原産性に影響しない加工であること（作業内容の把握）

③ 最終工程の生産企業名、生産工場名、作業内容*²、使用材料等も含めて根拠書類を作成すること

④ VAルール利用時は、最終工程に掛る費用を非原産材料費として扱ったとしても閾値を超えていること*³ 等

最終工程を外注する場合の回答方法について
原産性に影響を及ぼさない

JAFTASにおいて

※最終工程の外注先企業で原産性を証明できる場合は、引き続き当該企業も原産資格調査を実施可能です*¹

※最終工程前の企業が原産資格調査を実施する場合には、外注先企業との関係を示す資料（製造委託契約書・注文書・生産指図
書）等を適切に保存し、判定時・検認時等に必要において提示できるようご準備ください

 

産品の調査依頼を受信したのですが、
その製品の最終工程であるメッキ加工を外注しています。
当社がJAFTASで原産資格調査を行っても良いでしょうか？

自動車部品の製造において、以下の前提を満たす場合には、
最終工程より前の生産者にて原産資格調査を行うことができます。

JAFTASの操作方法は次頁をご参照ください

https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/fta_column.pdf#page=2
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対比表・計算WS*5およびサプライヤー証明書に自由記述欄を設けます

・JAFTASで生成する対比表・計算WS、サプライヤー証明書に自由記述欄を設ける予定です

・リリース後は、当該自由記述欄へも、最終生産者情報をご記載いただけるようになります

STEP1. 依頼の受付

STEP3. 依頼者へ回答

STEP2. 生産工場の登録
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原産資格
調査(D)

調査回答・
回答送信

(A)

調査回答・
回答送信

(A)

・ 調査依頼を受信したら、内製品として受付を行い、
原産資格調査を作成します

・ 生産工場名：自社工場名を入力

・ 生産工場住所：自社工場の住所、最終生産者の情報（企業名、工場名、工場住所、加工内容）を入力

・ 必要に応じ依頼者へのメッセージ欄へ、最終生産者

の情報をご入力ください（任意）

最終工程前の企業（＝原産性に影響を及ぼす実質的な生産者）が原産資格調査を行う場合の、JAFTASにおける
操作方法をご案内します。

2．JAFTASにおける回答方法

※入力内容はJAFTASで自動生成する、D)メニューの対比表・計算WSおよびA）メニューのサプライヤー証明書へ反映します

※荷姿が同意通知の場合、日商システムへの判定依頼画面へ最終生産者情報の記載は必要ありません

※最終工程（外注先）で材料の使用や付加がある場合は、対比表・計算WSへも当該材料・物質をご記載ください

内製品

対比表・計算WS

自社工場名自社企業名

回答内容

メッセージ ※最終加工者 B社 東工場（△県△市）
 メッキ加工

自由記述欄

今後の改修予定のご連絡

最終生産者の情報

自社工場住所 最終生産者の情報

*5 2023/11/2のリリースにて、対比表・計算WSには自由記述が行える「追加情報の入力」が実装されました

調査内容

仕入先 ※

生産工場名と生産工場住所を入力してください（１）生産と特恵基準 ①生産内容の確認

生産工場名 ※
第一工場 生産工場住所 ※

～〇市１－１ ※最終加工者 B社 東工場（△県△市）メッキ加工

省略等はせず、正式な住所を入力してください

登録画面

自社工場名 自社工場住所
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ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ の

モノづくり

その先へ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 国際ビル

https://jaftas.jp/

03-5219-8761

jaftas_support@tktc.co.jp

お気軽にお問合せください JAFTASサポートデスク

平日 10:00 ～ 17:00(12:00 ～ 13:00を除く)

https://jaftas.jp/
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